
 

公募型コンペティション手続開始の公示 

 

令和２年２月７日 

  

次のとおり企画提案書の提出を招請します。 

 

広島市水道事業管理者 

広島市水道局長 友広 整二 

１ 業務概要 

(1) 業務名 

２０２０ひろしまフラワーフェスティバル「水のひろば」の企画運営業務 

（2）業務内容 

別紙仕様書のとおり 

(3) 委託期間 

契約締結の日から令和２年５月１１日（月）まで 

 (4) 概算事業費 

本業務に係る費用は、１，３４７，９４０円（消費税及び地方消費税の額を含む。）を上限

とする。 

(5) 受託候補者の特定方法 

   公募型コンペティションを実施し、受託候補者を特定する。 

 公募型コンペティション手続等の詳細については、「２０２０ひろしまフラワーフェスティ

バル「水のひろば」の企画運営業務に関する公募型コンペティション説明書」（以下「コンペ

ティション説明書」という。）による。 

(6) 事業担当課（問い合わせ先）  

〒730-0011 広島市中区基町９番３２号（広島市水道局基町庁舎 8階） 

広島市水道局企画総務課広報広聴係 

TEL 082-511-6808 

FAX 082-221-5320 

電子メール  w-soumu@city.hiroshima.lg.jp 

 

２ コンペティション参加資格 

参加する者は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年５月３日政令第１６号）第１６７条の４及び広島市水道局 

契約規程（昭和３９年４月１日規程第８号）第４条の規定に該当していない者であること。 

(2) 広島市競争入札参加資格の「令和２・３・４年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の

請負並びに役務（建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。）の提供」の契約の種類
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「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「３０－０５ 催事・展示」 

に登録されている者であること。 

(3) 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 

(4) 公募の日から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は広島 

市水道局の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 

 

３ コンペティション説明書、仕様書等の配布方法 

コ ン ペ テ ィ シ ョ ン 説 明 書 、 仕 様 書 等 は 、 広 島 市 水 道 局 の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.water.city.city.hiroshima.jp）のトップページ「事業者の方へ」→「契約情報」

の「発注見通し・入札公告・入札結果」→「入札公告・入札結果」の「令和２年度案件」から

ダウンロードすることができる。ただし、これにより難しい場合（ダウンロードできない場合

の書類を含む。）は次により配布する。 

(1) 配付期間 

公示日から令和２年２月２０日（木）までの閉庁日（広島市の休日を定める条例（平成３

年９月２６日条例第４９号）第１条第１項各号までに掲げる日。以下同じ。）を除く毎日の午

前８時３０分から午後５時まで 

(2) 配付場所 

前記１(6)に同じ 

 

４ 応募手続 

(1) 応募期間 

公示日から令和２年２月２０日（木）までの閉庁日を除く毎日の午前８時３０分から午後

５時まで 

(2) 応募場所 

前記１(6)に同じ 

(3) 応募方法 

公募型コンペティション参加資格確認申請書（様式１）を作成し、前記１(6)へ持参又は郵

送（郵送の場合は、配達証明書付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。）で提出す

ること。 

(4) 参加資格確認結果の通知 

令和２年２月２５日（火）までに参加資格確認結果を通知する。 

 

５ 質問の受付と回答 

(1) この説明書の内容等に関する質問を次のとおり受け付ける。 

ア 受付期間 

公示日から令和２年２月１７日（月）までの閉庁日を除く毎日の午前８時３０分から午 

後５時まで 



イ 受付場所 

前記１(6)に同じ 

ウ 受付方法 

仕様書等に関する質問書（様式２）に記入の上、持参、電子メール又は FAXいずれかの方 

法で提出すること。 

(2) 上記(1)の質問に対する回答は、質問者に直接回答し、前記１(6)において、令和２年２月

２０日（木）までの閉庁日を除く毎日の午前８時３０分から午後５時まで閲覧に供するとと

もに、広島市水道局ホームページに掲載する。 

  市民が一般的に知り得る事実の確認や、事務手続に関する確認のための質問については、

事業担当課の判断により質問者に個別に回答する。 

 

６ 企画提案書の提出期間及び提出場所等 

(1) 提出期間 

参加資格確認結果の通知があった日から令和２年３月１０日（火）までの閉庁日を除く 

毎日の午前８時３０分から午後５時まで 

(2) 提出場所 

   前記１(6)に同じ 

（3）提出方法 

   持参又は郵送（郵送の場合は、配達証明書付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこ 

と。）で提出すること。 

 

７  受託候補者の特定 

(1) 企画提案書の審査は、広報委員会が行う。 

(2) 審査基準 

  コンペティション説明書による。 

(3) 審査結果の通知 

審査結果は全ての企画提案者に書面により通知する。 

        

８ その他 

詳細はコンペティション説明書による。 

 


